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回次
第84期

第１四半期
連結累計期間

第85期
第１四半期

連結累計期間
第84期

会計期間

自2021年
　４月１日
至2021年
　６月30日

自2022年
　４月１日
至2022年
　６月30日

自2021年
　４月１日
至2022年
　３月31日

営業収益 （百万円） 17,553 15,789 73,778

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 955 △1,440 6,898

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） 433 △772 10,073

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △773 △2,303 2,504

純資産額 （百万円） 186,474 184,499 189,860

総資産額 （百万円） 599,258 713,146 816,567

１株当たり四半期（当期）純利

益又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） 2.19 △3.90 50.89

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） 2.18 － 50.60

自己資本比率 （％） 27.4 22.9 20.6

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．第85期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（1）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は弱含みとなりました。海外需要の減少や新型コロナウイルス

感染拡大に伴う中国での都市封鎖の影響などを受け、５月の鉱工業生産は大幅に低下しました。６月調査の日銀

短観では、大企業・製造業の業況判断は円安に支えられてプラス圏を維持したものの前回調査から悪化しまし

た。欧米ではインフレ圧力の高まりを受け各国の中央銀行が利上げ姿勢を強めるなか、日本では消費者物価指数

（生鮮食品・エネルギー除く）の上昇率が前年同月比で１％に届かず、依然低水準にとどまることなどから、日

銀は金融緩和姿勢の維持を決定しました。

日経平均株価は、米連邦準備制度理事会（FRB）の急速な金融引き締めや、中国での都市封鎖による先行き不透

明感を受け、５月上旬まで軟調に推移しました。その後は、米FRBによる積極的な金融引き締め姿勢の緩和が期待

されたほか、中国での都市封鎖の解除や金融・財政両面での景気刺激策の発表などを好感し、６月に入り日経平

均株価は一時28,000円台まで上昇しました。しかし、６月中旬に発表された米消費者物価指数が市場予想を上回

ったことで、インフレ率の高止まりが長期化するとの見方が台頭し、主要中央銀行による金融引き締めが世界景

気を減速させるとの懸念から、株式市場は大幅に下落しました。また日本では、日米金利差の拡大に伴う為替市

場での急速な円安進行を受けて日銀の金融緩和政策も修正を迫られるとの思惑が浮上し、日経平均株価は一時

25,000円台まで下落しました。その後は、海外市場の反発で幾分持ち直し、26,393円04銭で６月の取引を終えま

した。

為替市場では、米FRBが利上げを開始した３月中旬以降、ほぼ一貫して円安ドル高基調で推移しました。日銀が

金融緩和姿勢を維持した一方、米FRBは６月の連邦公開市場委員会（FOMC）で28年ぶりとなる0.75％の大幅利上げ

を決定するなどインフレ抑制に向けた姿勢を強めたことから、日米の金利差が急拡大しました。これを受け、４

月初めに１ドル＝122円台だったドル円相場は、６月下旬には一時、約24年ぶりの水準となる１ドル＝137円近辺

まで円安ドル高が進行しました。

このような状況のもと、当社グループでは中期経営計画の基本方針に基づき、さまざまな施策を推進しており

ます。当第１四半期連結累計期間においては、効率的かつ機動的なグループ運営を行うことを目的として子会社

６社の完全子会社化を進める方針を決定したほか、グループの枠を超えた成長戦略として資産運用ビジネスの基

盤拡大を図るため、SBIホールディングス株式会社との間で岡三アセットマネジメント株式会社の合弁会社化に向

けた基本合意書を締結しました。また、中核子会社の岡三証券株式会社において引き続きCX（お客さま体験価

値）向上に取り組み、首都圏および三重県に続く地域カンパニーとして「岡三かんさい証券カンパニー」を設置

したほか、岡三オンライン証券カンパニーにおいて提携先である株式投資型クラウドファンディング（ECF）事業

大手への顧客紹介を開始しました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は157億89百万円（前年同期比10.1％

減）、純営業収益は154億27百万円（同10.7％減）となりました。販売費・一般管理費は169億57百万円（同2.8％

増）となり、経常損失は14億40百万円（前年同期は９億55百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失

は７億72百万円（前年同期は４億33百万円の利益）となりました。
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当第１四半期連結累計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．経営成績等

1)財政状態

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,034億20百万円減少し7,131億46百

万円となりました。これは主に、有価証券担保貸付金が904億45百万円、約定見返勘定が86億65百万円、預託金

が70億99百万円減少したことによるものであります。

（負債）

　負債は、前連結会計年度末に比べ980億59百万円減少し5,286億47百万円となりました。これは主に、約定見返

勘定が167億12百万円、預り金が158億40百万円増加した一方で、トレーディング商品が560億81百万円、有価証

券担保借入金が412億84百万円、短期借入金が254億40百万円、信用取引負債が57億18百万円減少したことによる

ものであります。

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べ53億61百万円減少し1,844億99百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が37億39百万円、その他有価証券評価差額金が12億11百万円、非支配株主持分が７億89百万円減少したこと

によるものであります。
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前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）
（百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）
（百万円）

委託手数料 4,686 3,830

引受け・売出し・特定投資家向け売付

け勧誘等の手数料
108 37

募集・売出し・特定投資家向け売付け

勧誘等の取扱手数料
2,543 3,159

その他の受入手数料 3,815 3,780

合計 11,153 10,807

2)経営成績

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は157億89百万円（前年同期比10.1％減）、純営

業収益は154億27百万円（同10.7％減）となりました。販売費・一般管理費は169億57百万円（同2.8％増）とな

り、経常損失は14億40百万円（前年同期は９億55百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は７億72

百万円（前年同期は４億33百万円の利益）となりました。

受入手数料

受入手数料の合計は108億７百万円（前年同期比3.1％減）となりました。主な内訳は次のとおりです。

委託手数料

当第１四半期連結累計期間における東証の１日平均売買高（内国普通株式）は17億47百万株（前年同期比

6.3％増）、売買代金は３兆5,447億円（同12.6％増）となりましたが、軟調な市況のなか個人のお客さまの

取引が減少しました。

これらの結果、株式委託手数料は36億90百万円（同19.1％減）となりました。また、債券委託手数料は０

百万円（同53.0％減）、その他の委託手数料は１億39百万円（同13.5％増）となり、委託手数料の合計は38

億30百万円（同18.3％減）となりました。

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

当第１四半期連結累計期間における株式の引受けは、新規上場案件、既上場案件ともに市場全体の金額が

前年同期比で大きく減少した影響から、当社の引受金額も大幅に減少しました。また、債券の引受けは、地

方債等の起債で主幹事を務めたものの、金利先高感から事業債の発行額が低水準となるなど、起債環境悪化

の影響を受けて引受金額が減少しました。

これらの結果、株式の手数料は４百万円（前年同期比79.0％減）、債券の手数料は33百万円（同61.9％

減）となり、株式・債券を合わせた引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は37百万

円（同65.2％減）となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料につきましては、投資信

託関連収益がその大半を占めています。

当第１四半期連結累計期間においては、公募投資信託の販売額が前年同期比で増加しました。米国のテク

ノロジー関連株式に投資するファンドの販売が引き続き堅調となったほか、景気に左右されにくく安定的な

収益が期待される医療関連株式に投資するファンドや、高い利回りが期待できる米国の短期ハイ・イールド

債券に投資するファンドを中心に販売額が増加しました。

これらの結果、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は31億59百万円（前年同期比

24.2％増）となりました。また、その他の受入手数料については、主に投資信託の信託報酬等により37億80

百万円（同0.9％減）となりました。
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前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）
（百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）
（百万円）

株券等トレーディング損益 3,522 2,152

債券等トレーディング損益 2,122 2,265

その他のトレーディング損益 △34 △172

合計 5,610 4,245

トレーディング損益

株券等トレーディング損益は主に米国株式を中心とした外国株式の国内店頭取引等によるものであり、また

債券等トレーディング損益は国内外債券の顧客向け取扱いやポジション管理等に伴うものであります。

当第１四半期連結累計期間においては、米国株式市況の下落を背景に国内店頭取引の売買が前年同期比で減

少しました。また、外国債券の販売が法人向けを中心に増加した一方、金利変動に伴う影響等により国内債券

に係る損益は悪化しました。

これらの結果、株券等トレーディング損益は21億52百万円（前年同期比38.9％減）、債券等トレーディング

損益は22億65百万円（同6.7％増）となり、その他のトレーディング損益１億72百万円の損失（前年同期は34百

万円の損失）を含めたトレーディング損益の合計は42億45百万円（前年同期比24.3％減）となりました。

金融収支

金融収益は４億98百万円（前年同期比6.3％減）、金融費用は３億62百万円（同26.9％増）となり、差引の金

融収支は１億36百万円（同44.7％減）となりました。

その他の営業収益

金融商品取引業及び同付随業務に係るもの以外の営業収益は、２億37百万円（前年同期比8.1％減）となりま

した。

販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、事務費や人件費の増加等により、169億57百万円（前年同期比2.8％増）となりまし

た。

営業外損益及び特別損益

営業外収益は１億41百万円、営業外費用は52百万円となりました。また、特別利益は０百万円、特別損失は

投資有価証券評価損の減少等により50百万円となりました。

b．セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

証券ビジネス

証券ビジネスにおいては、株式委託手数料等や、株式等トレーディング損益や投資信託にかかる収益が減少

し、当第１四半期連結累計期間における証券ビジネスの営業収益は140億48百万円（前年同期比10.8％減）、セ

グメント損失は15億２百万円（前年同期は５億78百万円の利益）となりました。

アセットマネジメントビジネス

アセットマネジメントビジネスにおいては、運用資産平均残高の減少により、当第１四半期連結累計期間に

おけるアセットマネジメントビジネスの営業収益は23億93百万円（前年同期比1.2％減）、セグメント利益は48

百万円（同50.4％減）となりました。

サポートビジネス

当第１四半期連結累計期間におけるサポートビジネスの営業収益は36億25百万円（前年同期比8.4％増）、セ

グメント利益は４億60百万円（同41.5％増）となりました。

　なお、上記のセグメント別営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高が含まれております。
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（2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

（3）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更

はありません。

（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について

重要な変更はありません。

（5）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針について重要な変更はありません。

（6）研究開発活動

該当事項はありません。

名 称 岡三興業株式会社

現 在 地 東京都中央区日本橋小網町9-9

事 業 内 容 不動産業、保険代理店業等

資 本 金 90百万円

発 行 済 株 式 数 180,000株

３【経営上の重要な契約等】

岡三興業株式会社との株式交換による完全子会社化

2022年６月29日開催の当社及び当社の連結子会社である岡三興業株式会社（以下「岡三興業」）の取締役会におい

て、当社を株式交換完全親会社、岡三興業を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うこと

を決議し、同日付で株式交換契約（以下「本株式交換契約」）を締結し、2022年７月25日を効力発生日として本株式

交換を行いました。本株式交換の概要は以下のとおりです。

（株式交換の概要）

(1) 本株式交換完全子会社の概要（2022年６月30日現在）

(2) 本株式交換の目的

当社では、現在進行中の中期経営計画（2020～2022年度）のもと、グループ全体リソースの最適化やグループガバ

ナンスの一層の強化を推進しております。この方針のもと、グループの経営資源をより強固な形で集結させるととも

に、効率的かつ機動的なグループ運営を行うことを目的に、子会社の完全子会社化を進めております。当社グループ

といたしましては、引き続き、創業100周年を越えてお客さまから信頼され成長を続けられる体制を確立し、持続的

な企業価値の向上に努めてまいります。

(3) 本株式交換の効力発生日

2022年７月25日

(4) 株式交換の方式

本株式交換契約は、当社を株式交換完全親会社、岡三興業を株式交換完全子会社とする株式交換であります。な

お、当社においては、会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による承認

を受けることなく、また、岡三興業においては、2022年７月19日開催の臨時株主総会の決議による承認を受け、2022

年７月25日を効力発生日として本株式交換を行いました。
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当社（完全親会社） 岡三興業（完全子会社）

本株式交換に係る交換比率 1 231.38

本株式交換により交付する株式数 当社普通株式：6,478,640株

採用手法
株式交換比率

当社 岡三興業

市場株価法
修正簿価純資産法 234.14　　　～　　　247.61

類似会社比較法 201.99　　　～　　　241.78

(5) 株式の種類別の交換比率およびその算定方法ならびに交付する株式数

①株式の種類別の交換比率

当社が保有する岡三興業株式については、本株式交換による株式の割当ては行っておりません。

また、本株式交換により交付する当社株式は、当社が保有する自己株式を充当しております。

②株式交換比率の算定方法

当社及び岡三興業は、本株式交換の交換比率の公正性・妥当性を確保するため、当社および岡三興業から独立し

た第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、TYコンサルティング株式会社（以下、「TYC」）を選

定いたしました。

TYCは、当社については、当社が株式会社東京証券取引所プライム市場及び株式会社名古屋証券取引所プレミア市

場に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価法（諸条件を勘案し、評価基準日である2022年６月28

日、評価基準日から遡る１週間、１ヶ月間の終値を出来高で加重平均した値）を採用して算定を行いました。

岡三興業については、岡三興業が非上場会社であり市場株価が存在しないこと及び当社連結子会社であることに

鑑み、その客観性を確保するために修正簿価純資産法を採用するとともに、比較可能な類似上場会社が存在するこ

とから、類似会社比較法を採用して算定を行いました。

上記の各評価方法による当社の普通株式の１株当たり株式価値を１とした場合の岡三興業の株式の評価レンジは以

下のとおりとなります。

(6) 実施予定の会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、「共通支配下の取引等」

として会計処理を行う予定です。

- 7 -



種類 発行可能株式総数（株）

　普通株式 750,000,000

計 750,000,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数（株）
（2022年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（2022年８月10日）

上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 208,214,969 208,214,969
東京証券取引所　プライム市場

名古屋証券取引所　プレミア市場

単元株式数

100株

計 208,214,969 208,214,969 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　 該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2022年４月１日～

2022年６月30日
－ 208,214,969 － 18,589 － 12,766

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（５）【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。
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2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）
－

－
普通株式 8,059,200

（相互保有株式）
－

普通株式 2,399,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 197,465,700 1,974,657 －

単元未満株式 普通株式 290,369 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 208,214,969 － －

総株主の議決権 － 1,974,657 －

①【発行済株式】

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式7,000株（議決権70個）が含まれており

ます。

2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

（自己保有株式）

株式会社岡三証券

グループ

東京都中央区日本橋一

丁目17-6
8,059,200 － 8,059,200 3.87

計 － 8,059,200 － 8,059,200 3.87

（相互保有株式）

岡三興業株式会社
東京都中央区日本橋小

網町9-9
1,101,500 － 1,101,500 0.53

岡三アセットマネジメ

ント株式会社

東京都中央区京橋二丁

目2-1
848,000 － 848,000 0.41

岡三ビジネスサービス

株式会社

東京都中央区日本橋本

町四丁目11-5
385,000 － 385,000 0.18

岡三にいがた証券株式

会社

新潟県長岡市大手通一

丁目5-5
65,200 － 65,200 0.03

計 － 2,399,700 － 2,399,700 1.15

②【自己株式等】

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１.  四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年

内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制

規則）に準拠して作成しております。

２.  監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2022年４月１日から

2022年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金・預金 86,946 88,745

預託金 90,874 83,775

顧客分別金信託 87,760 80,700

その他の預託金 3,114 3,075

トレーディング商品 227,666 225,271

商品有価証券等 227,583 225,185

デリバティブ取引 83 85

約定見返勘定 8,665 －

信用取引資産 63,432 68,294

信用取引貸付金 54,278 61,448

信用取引借証券担保金 9,154 6,846

有価証券担保貸付金 228,480 138,034

現先取引貸付金 228,480 138,034

立替金 1,263 710

短期差入保証金 18,596 18,084

有価証券等引渡未了勘定 85 355

短期貸付金 107 109

有価証券 2,500 3,597

その他の流動資産 6,481 6,328

貸倒引当金 △16 △11

流動資産計 735,086 633,296

固定資産

有形固定資産 18,071 17,902

無形固定資産 4,098 4,234

投資その他の資産 59,310 57,712

投資有価証券 51,326 49,124

退職給付に係る資産 2,534 2,526

その他 6,343 6,954

貸倒引当金 △893 △892

固定資産計 81,480 79,849

資産合計 816,567 713,146

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 225,410 169,328

商品有価証券等 225,361 169,310

デリバティブ取引 48 17

約定見返勘定 － 16,712

信用取引負債 25,421 19,703

信用取引借入金 14,098 10,256

信用取引貸証券受入金 11,323 9,447

有価証券担保借入金 97,518 56,234

有価証券貸借取引受入金 1,518 2,234

現先取引借入金 96,000 54,000

預り金 61,423 77,263

受入保証金 37,002 38,713

有価証券等受入未了勘定 17 21

短期借入金 138,513 113,072

未払法人税等 2,781 277

賞与引当金 2,020 579

その他の流動負債 5,500 5,130

流動負債計 595,610 497,037

固定負債

長期借入金 11,802 13,398

繰延税金負債 7,274 6,501

役員退職慰労引当金 208 208

退職給付に係る負債 6,407 6,326

その他の固定負債 4,163 3,933

固定負債計 29,855 30,368

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 1,241 1,241

特別法上の準備金計 1,241 1,241

負債合計 626,706 528,647

純資産の部

株主資本

資本金 18,589 18,589

資本剰余金 23,848 23,850

利益剰余金 120,984 117,245

自己株式 △3,733 △3,705

株主資本合計 159,689 155,979

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,466 5,254

土地再評価差額金 401 401

為替換算調整勘定 477 915

退職給付に係る調整累計額 834 775

その他の包括利益累計額合計 8,179 7,346

新株予約権 463 434

非支配株主持分 21,528 20,738

純資産合計 189,860 184,499

負債・純資産合計 816,567 713,146
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業収益

受入手数料 11,153 10,807

委託手数料 4,686 3,830

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘

等の手数料
108 37

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等

の取扱手数料
2,543 3,159

その他の受入手数料 3,815 3,780

トレーディング損益 5,610 4,245

金融収益 531 498

その他の営業収益 258 237

営業収益計 17,553 15,789

金融費用 285 362

純営業収益 17,268 15,427

販売費・一般管理費 16,501 16,957

取引関係費 2,844 2,798

人件費 8,168 8,445

不動産関係費 2,130 1,995

事務費 1,411 1,937

減価償却費 785 692

租税公課 275 257

貸倒引当金繰入れ △1 △5

その他 887 835

営業利益又は営業損失（△） 767 △1,530

営業外収益 223 141

受取配当金 128 111

持分法による投資利益 7 6

為替差益 67 3

その他 19 19

営業外費用 35 52

支払利息 11 7

固定資産除売却損 14 8

和解金 1 18

その他 7 18

経常利益又は経常損失（△） 955 △1,440

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

特別利益

投資有価証券売却益 7 0

金融商品取引責任準備金戻入 － 0

特別利益計 7 0

特別損失

減損損失 22 －

投資有価証券売却損 － 21

投資有価証券評価損 265 28

金融商品取引責任準備金繰入れ 0 －

特別損失計 289 50

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
674 △1,490

法人税、住民税及び事業税 224 △101

法人税等調整額 △69 △606

法人税等合計 155 △707

四半期純利益又は四半期純損失（△） 518 △782

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
85 △10

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
433 △772
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 518 △782

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,172 △1,815

為替換算調整勘定 △0 438

退職給付に係る調整額 △78 △60

持分法適用会社に対する持分相当額 △41 △82

その他の包括利益合計 △1,291 △1,520

四半期包括利益 △773 △2,303

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △517 △1,605

非支配株主に係る四半期包括利益 △255 △697

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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【注記事項】

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

当社及び一部の国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行

しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ

通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。以下「実

務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告

第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

前第１四半期連結累計期間
（自  2021年４月１日

至  2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  2022年４月１日

至  2022年６月30日）

減価償却費 785百万円 692百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月19日

取締役会
普通株式 2,963 15 2021年３月31日 2021年６月９日 利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月19日

取締役会
普通株式 2,966 15 2022年３月31日 2022年６月８日 利益剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

配当金支払額

（注）配当金の総額は、連結子会社の保有する自己株式にかかる配当金額35百万円を控除しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

配当金支払額

（注）配当金の総額は、連結子会社の保有する自己株式にかかる配当金額35百万円を控除しております。
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（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注２）

証券ビジネス
アセット

マネジメント
ビジネス

サポート
ビジネス

合計

営業収益

外部顧客からの営業収益 14,871 2,405 276 17,553 0 17,553

セグメント間の内部営業収益

又は振替高
882 16 3,066 3,965 △3,965 －

計 15,754 2,421 3,343 21,519 △3,965 17,553

セグメント利益 578 98 325 1,002 △235 767

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注２）

証券ビジネス
アセット

マネジメント
ビジネス

サポート
ビジネス

合計

営業収益

外部顧客からの営業収益 13,173 2,358 256 15,788 0 15,789

セグメント間の内部営業収益

又は振替高
875 34 3,368 4,278 △4,278 －

計 14,048 2,393 3,625 20,067 △4,278 15,789

セグメント利益又は損失（△） △1,502 48 460 △992 △537 △1,530

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　（注）１．セグメント利益の調整額△235百万円には、セグメント間取引消去等690百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△925百万円が含まれております。全社費用は、持株会社としての当社の費

用であります。

　　　　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　（注）１．セグメント利益の調整額△537百万円には、セグメント間取引消去等680百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,217百万円が含まれております。全社費用は、持株会社としての当社の

費用であります。

　　　　　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っておりま

す。
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（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
証券ビジネス

アセット
マネジメント

ビジネス

サポート
ビジネス

計

主要な財又はサービス

株券 4,646 － － 4,646 － 4,646

債券 99 － － 99 － 99

投信関連 3,733 2,392 － 6,126 － 6,126

その他 250 13 230 494 0 494

顧客との契約から生じる収益 8,729 2,405 230 11,366 0 11,366

その他の収益（注１） 6,141 － 45 6,187 0 6,187

外部顧客からの収益 14,871 2,405 276 17,553 0 17,553

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
証券ビジネス

アセット
マネジメント

ビジネス

サポート
ビジネス

計

主要な財又はサービス

株券 3,761 － － 3,761 － 3,761

債券 47 － － 47 － 47

投信関連 4,277 2,347 － 6,624 － 6,624

その他 343 11 211 566 0 566

顧客との契約から生じる収益 8,428 2,358 211 10,998 0 10,999

その他の収益（注１） 4,745 － 44 4,789 0 4,790

外部顧客からの収益 13,173 2,358 256 15,788 0 15,789

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりです。

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

　　　　（注）１．「その他の収益」は、金融商品に関する会計基準に基づくトレーディング損益及び金融収益並びにリ

ース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

　　　　（注）１．「その他の収益」は、金融商品に関する会計基準に基づくトレーディング損益及び金融収益並びにリ

ース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
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前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期

純損失（△）
2円19銭 △3円90銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社

株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）
433 △772

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（百万円）
433 △772

普通株式の期中平均株式数（千株） 197,840 198,018

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 2円18銭 －

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 1,037 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株

当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　2022年６月29日開催の当社及び当社の連結子会社である岡三興業株式会社の取締役会において、当社を株式交換

完全親会社、岡三興業株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、2022年７月25日を効力

発生日として株式交換を行いました。詳細は、「第２　事業の状況　３　経営上の重要な契約等」に記載のとおり

であります。

２【その他】

2022年５月19日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額                                  2,966百万円

（ロ）１株当たりの金額                              15円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日            2022年６月８日

（注）　2022年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年８月３日

株式会社岡三証券グループ

取締役会　御中

東陽監査法人

東京事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 榎倉　昭夫

指定社員
業務執行社員

公認会計士 松本　直也

指定社員
業務執行社員

公認会計士 大橋　　睦

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社岡三証

券グループの2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2022年４月１日から

2022年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビ

ューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社岡三証券グループ及び連結子会社の2022年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。



　（注）　１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上


